
地域農業経営‾嵬盤強化促進計画を変ぞする回のぬ告

鬼牝牡告示第 １５ ２号

加減農業経営‾皿匹化Ｗま計画を変‾斐するので、農業経営‾Ｍ匹化Ｗまま （蜀あ

５５ 年伍律第 ６５ そ） 第１９条第７ 項の規定にＪＩづきな告し、售該丿吏減農業経営ＪＩ盤強

化促ま計画の変‾斐案を次によ り縦覧に供する。

なお、利害回｛京大は肖該Ｊき減農業経営ＪＩＳ強化Ｗま計画の変ぞ案にがして意見のあ

ると きは、縦覧期鶚の満了の日 までにぢに意見書を提莖するこ とができ る。

１

令和 ７年 １１ １１ ４日

変更する地域計画

好藤地［Ｘ八び近永地区

２　 縦覧期愾

自　 令和 ７年 １１ ヂｊ １４日

至　 令加 ７年 １　１ｊｊ２　７日

鬼北ぢ長　兵　頭　誠

３　 縦覧場所

鬼北 ｆＩＩＴｒ役場　農林售、　愛媛県北宇和ｍ鬼北Ｕ大字ｊに永８ ００ 番ｔ１

４　 意見書の提出方法

（１）意見書を提けｊでき る者は、 肖該地域農業経営簒旭き化促ま計画の利害関４示人と

します。

（２）意見書の提ｍ期肇は、令和７ 年１　１１　２　７　日と しま す。

（；３） 意見書（様式白畆）により 鬼北ｍ］‘農林諜に直接持参、 郵送等にてを匹てくだ

さい。

（４）意見書には住所、八名八び意見ｌ大】容を１記してください。なお、 受付時間は執

務時間中 とします。

（５）意見書が提ｍされた場合は、 意見書に筒する個ＳＩ」の回答は行いませんが、 意見

書の要冶攷。びＭＪＩ結果をぬ表します。

ｊ，


